
静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年３月31日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

静岡県規則第29号

静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則（令和４年静岡県規則第24号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

静岡県盛土等の規制に関する条例施行規

則

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 土砂基準（第４条）

第３章 盛土等の許可の申請等（第５条―第

13条）

第４章 盛土等の許可を受けた者の届出、報

告等（第14条―第25条）

第５章 盛土等に同意をした土地の所有者の

盛土等の状況の確認（第26条）

第６章 土砂等搬入禁止区域の指定の公示

（第27条）

第７章 雑則（第28条―第30条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡県盛土等の規制に関

する条例（令和４年静岡県条例第20号。以下

「条例」という｡)の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。

（条例第２条第４号の規則で定める処理）

第３条 （略）

第２章 土砂基準

第４条 （略）

第３章 盛土等の許可の申請等

（盛土等の許可の適用除外）

第５条 条例第９条第２号の規則で定める者

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に

関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡県盛土等による環境

の汚染の防止に関する条例（令和４年静岡県

条例第20号。以下「条例」という｡)の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（条例第２条第４号の規則で定める処理）

第３条 （略）

（土石基準）

第４条 （略）



は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 中日本高速道路株式会社

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構

(5) 独立行政法人労働者健康安全機構

(6) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構

(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(8) 日本下水道事業団

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(12) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公

共団体が資本金、基本金その他これらに準

じるものの２分の１以上を出資している法

人であって、国又は地方公共団体と同等以

上に土砂等の崩壊、飛散又は流出による災

害の防止上及び生活環境の保全上の措置を

講ずることができるものとして知事が別に

定めるもの

２ 条例第９条第６号に規定する規則で定める

盛土等は、次に掲げる盛土等とする。

(1) 鉱業法（昭和25年法律第289号）第63条第

２項（同法第87条において準用する場合を

含む｡)の認可を受けた施業案によって行う

鉱物の掘採に伴う盛土等

(2) 道路法（昭和27年法律第180号）第24条の

承認又は同法第32条第１項若しくは第91条

第１項の許可に係る盛土等

(3) 河川法（昭和39年法律第167号）第20条の

承認又は同法第26条第１項、第27条第１

項、第55条第１項若しくは第57条第１項の

許可に係る盛土等

３ 条例第９条第８号の規則で定める盛土等



は、次に掲げる盛土等とする。

(1) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処

分による義務の履行として行う盛土等

(2) 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）

第６条第１項又は第11条第１項の規定によ

り指定された土地の区域内で行う汚染の除

去、汚染の拡散の防止その他の措置として

行う盛土等

(3) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第３項に規定する指定管理者が公

の施設の管理として行う盛土等

(4) ガラス、コンクリートその他これらに類

する物を製造し、又は加工するための事業

場内における当該物の原材料の堆積

(5) 森林組合又は林業を営む者が国又は地方

公共団体から補助金の交付を受け、かつ、

林道技術基準（平成10年３月３日付け９林

野基第812号林野庁長官通知）その他の林道

又は作業路網の構造上及び施工上の指針に

適合して行う林道又は作業路網の整備に伴

う盛土等（当該林道又は作業路網の整備に

係る事業の区域において採取された土砂等

のみを用いて行うものに限る｡)

(6) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第２

条第２項に規定する土地改良事業、同法第

15条第２項に規定する事業又は土地改良事

業に準ずる事業として行う盛土等

（盛土等の許可の申請書等）

第６条 条例第10条第１項及び第２項の申請書

は、盛土等許可申請書（様式第１号）による

ものとする。

２ 条例第10条第１項第12号及び同条第２項第

５号の規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。

(1) 条例第９条の許可を受けようとする者

（以下この条及び第10条において「申請

（盛土等の届出に係る届出書等）

第５条 条例第９条第１項の規定による届出

は、盛土等届出書（様式第１号）を提出して

行うものとする。

２ 条例第９条第１項の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。

(1) 届出をしようとする者の氏名及び住所

（法人である場合にあっては、その名称、



者」という｡)が法人である場合にあって

は、その役員（条例第14条第１項第１号ウ

に規定する役員をいう。以下同じ｡)の氏

名、住所、生年月日及び役職名

(2) 申請者が未成年者（条例第14条第１項第

１号クの未成年者をいう。以下同じ｡)であ

る場合にあっては、その法定代理人の氏

名、住所及び生年月日（法定代理人が法人

である場合にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地並びに役員の氏名、住所、

生年月日及び役職名）

(3) 申請者に使用人（第10条に規定する使用

人をいう。以下同じ｡)がある場合にあって

は、その者の氏名、住所、生年月日及び役

職名

３ 条例第10条第３項の規則で定める書類は、

次の各号（条例第14条第２項の規定の適用を

受ける場合にあっては、第14号から第19号ま

でを除く｡)に掲げる書類とする。

(1) 申請者の住民票の写し（本籍（外国人に

あっては、住民基本台帳法（昭和42年法律

第81号）第30条の45に規定する国籍等）の

記載のあるものであって、個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第５項に規定する個人番号

をいう｡)の記載のないものに限る。以下同

じ｡)（申請者が法人である場合にあって

は、その登記事項証明書及び役員の住民票

の写し）

(2) 申請者が未成年者である場合にあって

は、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合にあっては、その

登記事項証明書及び役員の住民票の写し）

(3) 申請者に使用人がある場合にあっては、

その者の住民票の写し

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

(2) 盛土等を行う期間

(3) 盛土等に用いられる土石の搬入に関する

計画

３ 条例第９条第２項第３号の規則で定める書

類は、次に掲げる書類とする。



(4) 申請者が条例第14条第１項第１号アから

コまでのいずれにも該当しないことを誓約

する書類

(5) 盛土等区域及び盛土等の用に供する施設

を設置する土地の区域（以下「施設設置区

域」という｡)の位置図

(6) 盛土等区域及び施設設置区域の現況平面

図及び現況断面図

(7) 盛土等区域及び施設設置区域の測量図及

び求積図

(8) 盛土等区域及び施設設置区域の計画平面

図、計画断面図及び排水計画図

(9) 盛土等区域及び施設設置区域の流域図

(10) 盛土等区域及び施設設置区域の土地の登

記事項証明書及び公図の写し

(11) 盛土等区域の土地の利用状況等の調査の

結果を記載した書類（当該盛土等区域の土

地の土壌が汚染されているおそれがないこ

とが確認できるものに限る｡)又は盛土等区

域の土地の土壌の汚染の状況についての調

査のための試料の用に供された土砂等を採

取した地点の位置図及び写真並びに試料ご

との調査試料採取調書（様式第２号）及び

当該調査の結果を証する書類（計量法（平

成４年法律第51号）第107条の登録を受けた

者が発行したものに限る｡)

(12) 盛土等に用いられる土砂等の量を算定し

た計算書

(13) 盛土等区域外に排出される水の水質の調

(1) 盛土等区域及び盛土等の用に供する施設

を設置する土地の区域（以下「施設設置区

域」という｡)の位置図

(2) 盛土等区域及び施設設置区域の計画平面

図並びに盛土等又は切土を行う区域の造成

計画平面図

(3) 盛土等区域及び施設設置区域の盛土等又

は切土を行う前後の地盤面を示した断面図

(4) 条例第９条第１項第２号の規定による届

出にあっては、次に掲げる書類

ア 盛土等区域及び施設設置区域の土地の

登記事項証明書及び公図の写し

イ 条例第10条の盛土等の内容を周知させ

るための必要な措置を講じたことを証す

る書類



査を行うための施設の位置図及び構造図

(14) 盛土等区域及び施設設置区域の地盤調査

の結果を記載した書類又はこれらの区域の

地盤が地盤調査を行う必要がない状態にあ

ることを証する書類

(15) 土質試験その他の調査又は試験に基づき

盛土等の構造の安定性の計算（以下「安定

計算」という｡)をした場合にあっては、当

該安定計算の内容を記載した書類

(16) 擁壁を設置する場合にあっては、擁壁の

断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造

計画、応力算定及び断面算定を記載した構

造計算書

(17) 排水施設の構造図及びその排水量を算定

した書類

(18) 沈砂池を設置する場合にあっては、当該

沈砂池の構造図及び容量を算定した書類

(19) 調整池を設置する場合にあっては、当該

調整池の構造図並びに容量及び放流量を算

定した書類

(20) 盛土等の工事の順序を明らかにした書類

(21) 盛土等を行う期間における盛土等区域外

への土砂等の崩壊、飛散又は流出による災

害を防止するために講ずる措置及び盛土等

区域の周辺地域の生活環境を保全するため

に講ずる措置を明らかにした書類

(22) 盛土等に要する経費に係る資金調達計画

書（様式第３号）及び次のアからウまでに

掲げる書類

ア 申請者が個人である場合にあっては、

直前３年の納付すべき所得税額及び納付

済額を証する書類

イ 申請者が法人である場合にあっては、

直前３年の各事業年度の貸借対照表、損

益計算書その他の財務に関する書類並び

に納付すべき法人税額及び納付済額を証



する書類

ウ 金融機関による融資を受け、又は受け

たことを証する書類、預金又は貯金の残

高を証する書類その他の盛土等に要する

経費に係る資金を調達することができる

ことを証する書類

(23) 土砂等の搬入に係る管理計画書（様式第

４号）

(24) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要

と認める書類

４ 前項第11号の盛土等区域の土地の土壌の汚

染の状況についての調査は、次の各号に掲げ

るいずれかの方法によるものとする。

(1) 次に掲げる方法

ア 次の表の左欄に掲げる盛土等区域の面

積の区分に応じ、当該盛土等区域をそれ

ぞれ当該右欄に定める区域の数以上の区

域に区分して行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要

と認める書類

盛土等区域の面積 区域の数

0.1ヘクタール以上0.5

ヘクタール未満

２

0.5ヘクタール以上１ヘ

クタール未満

３

１ヘクタール以上２ヘ

クタール未満

４

２ヘクタール以上３ヘ

クタール未満

５

３ヘクタール以上４ヘ

クタール未満

６

４ヘクタール以上５ヘ

クタール未満

７

５ヘクタール以上６ヘ

クタール未満

８

６ヘクタール以上７ヘ

クタール未満

９

７ヘクタール以上８ヘ 10



イ 試料の用に供される土砂等は、アの規

定により区分した各区域の中央の地点及

び当該中央の地点を交点として直角に交

わる２直線上の地点のうち当該中央の地

点からの距離が５メートルから10メート

ルまでの間にある４地点（当該地点がな

い場合にあっては、当該中央の地点を交

点として直角に交わる２直線上の地点の

うち当該中央の地点と当該区域の境界と

の中間にある地点）において採取するこ

ととし、それぞれ等量とすること。

ウ イの規定により採取した土砂等は、ア

の規定により区分した区域ごとに混合

し、一の試料とすること。ただし、知事

が認める場合にあっては、アの規定によ

り区分した２以上の区域から採取した土

砂等を混合し、一の試料とすることがで

きる。

エ ウの規定により作成した試料につい

て、別表第１の左欄に掲げる物質の種類

ごとに知事が別に定める測定方法により

同表中欄及び右欄に定める物質の量を測

定すること。

(2) その他知事が認める方法

（盛土等区域の土地の所有者の同意の方法）

第７条 条例第11条の同意は、盛土等に係る土

地使用同意書（様式第５号）によって得るも

のとする。

（周辺地域の住民への周知の方法）

第８条 条例第12条第１項及び第２項（これら

（周辺地域の住民への周知の方法）

第６条 条例第10条の盛土等の内容を周知させ

クタール未満

８ヘクタール以上９ヘ

クタール未満

11

９ヘクタール以上10ヘ

クタール未満

12

10ヘクタール以上 13



の規定を同条第４項において準用する場合を

含む。次項から第５項までにおいて同じ｡)の

盛土等区域の周辺地域は、盛土等区域を含む

自治会の区域及び盛土等区域の隣接地とす

る。

２ 条例第12条第１項本文に規定する説明会

は、条例第10条第１項若しくは第２項又は第

15条第２項の申請書を提出する日の30日前ま

でに開催しなければならない。

３ 条例第12条第１項本文に規定する説明会の

開催に当たっては、あらかじめ、盛土等区域

の周辺地域の住民（以下単に「周辺地域の住

民」という｡)の見やすい場所への掲示その他

の適切な方法により、周辺地域の住民に開催

の日時及び場所を周知させなければならな

い。

４ 条例第12条第１項ただし書の規則で定める

申請予定者の責めに帰することができない事

由は、申請予定者以外の者により説明会の公

正かつ円滑な実施が著しく阻害され、説明会

の目的を達成することができないことが明ら

かであることとする。

５ 条例第12条第１項ただし書の規定により許

可申請の内容を周辺地域の住民に周知させる

申請予定者は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める書類を周辺地

域の住民に提供し、又は周辺地域の住民の見

やすい場所に掲示するものとする。

(1) 条例第10条第１項の申請書を提出しよう

とする場合 同項第１号から第11号までに

掲げる事項（同項第１号の生年月日を除

く｡)を記載した書類

(2) 条例第10条第２項の申請書を提出しよう

とする場合 同項第１号から第４号までに

掲げる事項（同条第１項第１号の生年月日

を除く｡)を記載した書類

るための必要な措置は、次に掲げるいずれか

の方法により講ずるものとする。

(1) 盛土等の内容についての説明会を開催す

ること。

(2) 盛土等の内容を記載した書面を、当該盛

土等区域の周辺地域の住民に配布するこ

と。

(3) 盛土等の内容を当該盛土等区域又はその

周辺の適当な場所に掲示するとともに、当

該内容をインターネットを利用して住民の

閲覧に供すること。



(3) 条例第15条第２項の申請書を提出しよう

とする場合 同項第１号及び第２号に掲げ

る事項（同項第１号の生年月日を除く｡)を

記載した書類

６ 条例第12条第３項（同条第４項において準

用する場合を含む｡)の書類は、説明会開催結

果等報告書（様式第６号）によるものとす

る。

（条例第14条第１項第１号オの規則で定める

法令又は条例）

第９条 条例第14条第１項第１号オの規則で定

める法令又は条例は、次に掲げる法令又は条

例とする。

(1) 森林法（昭和26年法律第249号）

(2) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30

号）

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36

年法律第191号）

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和44年法律第57号）

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(6) 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

(7) 騒音規制法（昭和43年法律第98号）

(8) 都市計画法（昭和43年法律第100号）

(9) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律（昭和45年法律第136号）

(10) 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）

(11) 悪臭防止法（昭和46年法律第91号）

(12) 振動規制法（昭和51年法律第64号）

(13) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関

する法律（平成４年法律第108号）

(14) ダイオキシン類対策特別措置法（平成11

年法律第105号）

(15) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律

第57号）



(16) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理

の推進に関する特別措置法（平成13年法律

第65号）

(17) 土壌汚染対策法

(18) 静岡県土採取等規制条例（昭和50年静岡

県条例第42号）

(19) 静岡県浄化槽保守点検業者登録条例（昭

和60年静岡県条例第26号）

(20) 静岡県生活環境の保全等に関する条例

（平成10年静岡県条例第44号）

(21) 静岡県砂防指定地管理条例（平成15年静

岡県条例第35号）

(22) 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する

条例（平成19年静岡県条例第32号）

(23) 他の地方公共団体が定める盛土等の規制

に関する条例

（条例第14条第１項第１号ケ及びコの規則で

定める使用人）

第10条 条例第14条第１項第１号ケ及びコの規

則で定める使用人は、申請者の使用人であっ

て、次に掲げるものの代表者であるものとす

る。

(1) 本店又は支店（商人以外の者にあって

は、主たる事務所又は従たる事務所）

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務

を行うことができる施設を有する場所で、

盛土等に係る契約を締結する権限を有する

者を置くもの

（構造基準）

第11条 条例第14条第１項第５号の規則で定め

る構造上の基準は、条例第10条第１項の規定

による申請に係る盛土等にあっては別表第２

に定めるとおりとし、同条第２項の規定によ

る申請に係る盛土等（以下「一時堆積」とい

う｡)にあっては別表第３に定めるとおりとす

る。



（条例第14条第２項に規定する規則で定める

行為）

第12条 条例第14条第２項に規定する規則で定

める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６

条第１項又は第６条の２第１項の確認を要

する行為

(2) 森林法第10条の２第１項又は第34条第２

項（同法第44条において準用する場合を含

む｡)の許可を要する行為

(3) 地すべり等防止法第18条第１項の許可を

要する行為

(4) 都市計画法第29条第１項又は第２項の許

可を要する行為

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律第７条第１項の許可を要する行為

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律第10条第１項の

許可を要する行為

(7) 静岡県砂防指定地管理条例第３条第１項

の許可を要する行為

（変更の許可の申請又は届出）

第13条 条例第15条第１項の規則で定める軽微

な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 条例第９条の許可を受けた者の氏名又は

住所（同条の許可を受けた者が法人である

場合にあっては、その名称、主たる事務所

の所在地又は役員の氏名、住所若しくは役

職名）の変更

(2) 条例第９条の許可を受けた者の法定代理

人の氏名又は住所（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その名称、主たる事務

所の所在地又は役員の氏名、住所若しくは

役職名）の変更

(3) 条例第９条の許可を受けた者に使用人が

ある場合にあっては、その者の氏名、住所

（変更の届出）

第７条 条例第11条第１項の規定による届出

は、盛土等変更届出書（様式第２号）を提出

して行うものとする。

２ 条例第11条第１項の規則で定める軽微な変

更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 条例第９条第１項の規定による届出をし

た者の氏名又は住所（同項の規定による届

出をした者が法人である場合にあっては、

その名称、代表者の氏名又は主たる事務所

の所在地）の変更

(2) 盛土等の目的の変更

(3) 盛土等区域の位置の変更

(4) 盛土等区域の規模を３割を超えて増加す

る変更



又は役職名

(4) 管理事務所の所在地の変更

(5) 管理事務所に置く管理責任者の氏名又は

職名の変更

(6) 盛土等に用いられる土砂等の量を減少す

る変更

(7) 盛土等を行う期間を短縮する変更

(8) 盛土等に用いられる土砂等の搬入に関す

る計画の変更（搬入される土砂等の種類の

変更を除く｡)

(9) 盛土等区域外への土砂等の崩壊、飛散又

は流出による災害の発生を防止するために

設置した排水施設その他の施設の機能を高

める構造の変更

２ 条例第15条第２項の申請書は、盛土等変更

許可申請書（様式第７号）によるものとす

る。

３ 条例第15条第２項第３号の規則で定める事

項は、第６条第２項各号に掲げる事項とす

る。

４ 条例第15条第３項の規則で定める書類は、

第６条第３項各号に掲げる書類のうち変更に

係るものとする。

５ 条例第15条第５項の規定による届出は、盛

土等変更届出書（様式第８号）を提出して行

うものとする。

第４章 盛土等の許可を受けた者の届

出、報告等

（盛土等区域の土地の所有者の変更の届出に

係る届出書）

第14条 条例第17条前段の規定による届出は、

盛土等区域の土地の所有者に変更があったこ

とを知った日から１月以内に、盛土等区域の

土地の所有者の変更に伴う同意取得届出書

（様式第９号）を提出して行うものとする。

２ 前項に規定する届出書には、変更後の盛土

(5) 盛土等に用いられる土石の量を３割を超

えて増加する変更

(6) 盛土等を行う期間を延長する変更

(7) 盛土等に用いられる土石の搬入に関する

計画の変更



等区域の土地の所有者が記載されている当該

盛土等区域の土地の登記事項証明書及び盛土

等に係る土地使用同意書（様式第10号）を添

付するものとする。

３ 条例第17条後段の規定による届出は、盛土

等区域の土地の所有者の同意を取得できなか

った旨の届出書（様式第11号）を提出して行

うものとする。

（盛土等の着手の届出に係る届出書）

第15条 条例第18条の規定による届出は、盛土

等着手届出書（様式第12号）を提出して行う

ものとする。

（土砂等の搬入の報告の方法）

第16条 条例第19条第１項の規定による土砂等

（第３項に規定するものを除く。次項におい

て同じ｡)が発生した場所の確認は、当該土砂

等が発生した場所ごとに、当該土砂等を発生

させた者から土砂等発生元証明書（様式第13

号（その１））の交付を受け、それを確認す

ることにより行わなければならない。

２ 条例第19条第１項の規定による土砂等が土

砂基準に適合することの確認は、知事が別に

定めるところにより、当該土砂等が発生した

場所の土地の利用状況等の調査の結果又は別

表第１の左欄に掲げる物質の種類の区分に応

じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定める基

準に係る調査の結果を記載した書類を確認す

ることにより行わなければならない。

（盛土等の着手の届出に係る届出書）

第８条 条例第12条の規定による届出は、盛土

等着手届出書（様式第３号）を提出して行う

ものとする。

（土石の搬入の報告の方法）

第９条 条例第13条第１項の規定による土石が

発生した場所の確認は、当該土石が発生した

場所ごとに、当該土石を発生させた者から土

石発生元証明書（様式第４号）の交付を受

け、それを確認することにより行わなければ

ならない。

２ 条例第13条第１項の規定による土石が土石

基準に適合することの確認は、知事が別に定

めるところにより、次に掲げる書類を確認す

ることにより行わなければならない。

(1) 知事が別に定めるところにより行った当

該土石（再生土又は当該土石が発生した場

所以外の場所において処理された改良土を

除く｡)が発生した場所の土地の利用状況等

の調査の結果を記載した書類

(2) 知事が別に定めるところにより行った別

表第１の左欄に掲げる物質の種類の区分に

応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定め



３ 条例第19条第１項の規定による土砂等（再

生土又は当該土砂等が発生した場所以外の場

所において処理された改良土に限る。次項に

おいて同じ｡)が発生した場所の確認は、当該

土砂等の製造者から土砂等発生元証明書（様

式第13号（その２））の交付を受け、それを

確認することにより行わなければならない。

４ 条例第19条第１項の規定による土砂等が土

砂基準に適合することの確認は、別表第１の

左欄に掲げる物質の種類の区分に応じ、それ

ぞれ同表の中欄及び右欄に定める基準に係る

調査の結果を記載した書類を確認することに

より行わなければならない。

５ 条例第19条第２項の規定による報告は、同

条第１項の規定による確認後、土砂等の搬入

前に、土砂等搬入報告書（様式第14号）を提

出して行うものとする。

る基準に係る調査の結果を記載した書類

（計量法（平成４年法律第51号）第107条の

登録を受けた者が発行したものに限る｡)

(3) 建設業に属する事業を行う者の指定副産

物に係る再生資源の利用の促進に関する判

断の基準となるべき事項を定める省令（平

成３年建設省令第20号）第８条第１項の再

生資源利用促進計画及び同条第４項の書面

（当該再生資源利用促進計画に基づき搬出

される土石を搬入しようとする場合に限

る｡)

(4) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条又

は砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16

条の認可に係る岩石採取場又は砂利採取場

において採取された土石であることを証す

る書類（当該岩石採取場又は砂利採取場に

おいて採取された土石を搬入しようとする

場合に限る｡)

３ 条例第13条第２項の規定による報告は、同

条第１項の規定による確認後、土石の搬入前

に、土石搬入報告書（様式第５号）に第１項

の土石発生元証明書及び前項の確認に係る書

類を添付して行うものとする。



６ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付

するものとする。

(1) 土砂等発生元証明書（様式第13号）

(2) 第２項又は第４項の確認に係る書類

（土砂等管理台帳）

第17条 条例第20条の土砂等管理台帳は、土砂

等管理台帳（様式第15号）によるものとす

る。

２ 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。

(1) 土砂等を発生させた者の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地）

(2) 土砂等が発生した場所ごとの１日当たり

の土砂等の搬入の量及び搬入のための車両

の数

(3) 一時堆積にあっては、１日当たりの土砂

等の搬出の量及び搬出のための車両の数

３ 条例第20条の土砂等管理台帳には、毎月の

末日までに、当該月に係る前項第１号及び第

２号（一時堆積にあっては、同項各号）に掲

げる事項を記載しなければならない。

（盛土等に用いられた土砂等の量の報告の方

法）

第18条 条例第21条の規定による報告（次項に

規定するものを除く。以下この項において同

じ｡)は、盛土等に着手した日以後、毎年、10

月末日までに４月から９月までの期間に用い

られた土砂等の量について、４月末日までに

前年10月から当年３月までの期間に用いられ

た土砂等の量について、土砂等使用量報告書

（様式第16号）を提出して行うものとする。

ただし、盛土等を完了し、又は廃止した場合

にあっては、当該完了し、又は廃止した日の

属する期間に係る条例第21条の規定による報

４ 前項の規定にかかわらず、知事が別に定め

る場合においては、当該盛土等を完了し、廃

止し、又は休止するまでの間、毎月、前項の

土石搬入報告書に土石搬入状況一覧表（様式

第６号）を添付して行うことができる。



告は、直近の報告後に用いられた土砂等の量

について、条例第25条第１項の規定による届

出と同時に、同様式を提出して行うものとす

る。

２ 条例第21条の規定による報告（一時堆積に

係るものに限る。以下この項において同じ｡)

は、盛土等に着手した日以後、毎年、10月末

日までに４月から９月までの期間に用いられ

た土砂等の搬入及び搬出の量について、４月

末日までに前年10月から当年３月までの期間

に用いられた土砂等の搬入及び搬出の量につ

いて、土砂等搬入量及び搬出量報告書（様式

第17号）を提出して行うものとする。ただ

し、盛土等を完了し、又は廃止した場合にあ

っては、当該完了し、又は廃止した日の属す

る期間に係る条例第21条の規定による報告

は、直近の報告後に用いられた土砂等の搬入

及び搬出の量について、条例第25条第１項の

規定による届出と同時に、同様式を提出して

行うものとする。

（水質の調査及び報告の方法）

第19条 条例第22条第１項の盛土等区域外に排

出される水の水質の調査は、盛土等に着手し

た日以後６月ごとに、別表第４の左欄に掲げ

る物質の種類のうち、１，４―ジオキサン及

びダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別

措置法第２条第１項に規定するダイオキシン

類をいう。以下同じ｡)以外のものにあっては

地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方

法（平成15年環境省告示第17号）別表測定方

法の欄に掲げる方法（以下「地下水測定方

法」という｡)により、１，４―ジオキサンに

あっては水質汚濁に係る環境基準について

（昭和46年環境庁告示第59号）付表８に掲げ

る方法（以下「付表８方法」という｡)によ

り、ダイオキシン類にあってはダイオキシン

（水質の調査及び報告の方法）

第10条 条例第14条第１項の盛土等区域外に排

出される水の水質の調査は、盛土等に着手し

た日以後６月ごとに、別表第２の左欄に掲げ

る物質の種類のうち、１，４－ジオキサン及

びダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別

措置法（平成11年法律第105号）第２条第１項

に規定するダイオキシン類をいう。以下同

じ｡)以外のものにあっては地下水に含まれる

試料採取等対象物質の量の測定方法を定める

件（平成15年環境省告示第17号）別表測定方

法の欄に掲げる方法（以下「地下水測定方

法」という｡)により、１，４－ジオキサンに

あっては水質汚濁に係る環境基準について

（昭和46年環境庁告示第59号）付表８に掲げ

る方法（以下「付表８方法」という｡)によ



類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底

質の汚染を含む｡)及び土壌の汚染に係る環境

基準について（平成11年環境庁告示第68号）

別表測定方法の欄に掲げる方法（以下「ダイ

オキシン類測定方法」という｡)により行うも

のとする。

２ 条例第22条第２項の盛土等区域外に排出さ

れる水の水質の調査は、盛土等を完了し、又

は廃止した後遅滞なく、別表第４の左欄に掲

げる物質の種類のうち、１，４―ジオキサン

及びダイオキシン類以外のものにあっては地

下水測定方法により、１，４―ジオキサンに

あっては付表８方法により、ダイオキシン類

にあってはダイオキシン類測定方法により行

うものとする。

３ 条例第22条第１項又は第２項の規定による

盛土等区域外に排出される水の水質の調査の

結果の報告は、当該水質の調査を行った日か

ら１月以内に、水質調査報告書（様式第18

号）を提出して行うものとする。

４ （略）

（土壌の汚染の状況の調査及び報告の方法）

第20条 条例第22条第１項の盛土等区域の土地

の土壌の汚染の状況の調査は、盛土等に着手

した日以後６月ごとに、第６条第４項第１号

又は第２号に掲げる方法により行うものとす

る。

２ 条例第22条第２項の盛土等区域の土地の土

壌の汚染の状況の調査は、盛土等を完了し、

又は廃止した後遅滞なく、第６条第４項第１

号又は第２号に掲げる方法により行うものと

する。

３ 条例第22条第１項又は第２項の規定による

盛土等区域の土地の土壌の汚染の状況の調査

の結果の報告は、当該土壌の汚染の状況の調

り、ダイオキシン類にあってはダイオキシン

類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底

質の汚染を含む｡)及び土壌の汚染に係る環境

基準について（平成11年環境庁告示第68号）

別表測定方法の欄に掲げる方法（以下「ダイ

オキシン類測定方法」という｡)により行うも

のとする。

２ 条例第14条第２項の盛土等区域外に排出さ

れる水の水質の調査は、盛土等を完了し、廃

止し、又は休止した後遅滞なく、別表第２の

左欄に掲げる物質の種類のうち、１，４－ジ

オキサン及びダイオキシン類以外のものにあ

っては地下水測定方法により、１，４－ジオ

キサンにあっては付表８方法により、ダイオ

キシン類にあってはダイオキシン類測定方法

により行うものとする。

３ 条例第14条第１項又は第２項の規定による

盛土等区域外に排出される水の水質の調査の

結果の報告は、当該水質の調査の結果が判明

した日から１月以内に、水質調査報告書（様

式第７号）を提出して行うものとする。

４ （略）

（土壌の汚染の状況の調査及び報告の方法）

第11条 条例第14条第１項の盛土等区域の土地

の土壌の汚染の状況の調査は、盛土等に着手

した日以後６月ごとに、知事が別に定める方

法により行うものとする。

２ 条例第14条第２項の盛土等区域の土地の土

壌の汚染の状況の調査は、盛土等を完了し、

廃止し、又は休止した後遅滞なく、知事が別

に定める方法により行うものとする。

３ 条例第14条第１項又は第２項の規定による

盛土等区域の土地の土壌の汚染の状況の調査

の結果の報告は、当該土壌の汚染の状況の調



査を行った日から１月以内に、土壌汚染状況

調査報告書（様式第19号）を提出して行うも

のとする。

４ 前項に規定する報告書には、当該調査のた

めの試料の用に供された土砂等を採取した地

点の位置図及び写真並びに試料ごとの当該調

査の結果を証する書類（計量法第107条の登録

を受けた者が発行したものに限る｡)を添付す

るものとする。

（水質基準）

第21条 条例第22条第３項の規則で定める水質

の基準は、別表第４の左欄に掲げる物質の種

類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

るとおりとする。

（標識の寸法及び記載事項）

第22条 条例第23条第１項の標識の寸法は、縦

90センチメートル以上、横120センチメートル

以上とするものとする。

２ 条例第23条第１項の規則で定める事項は、

査の結果が判明した日から１月以内に、土壌

汚染状況調査報告書（様式第８号）を提出し

て行うものとする。

４ 前項に規定する報告書には、当該調査のた

めの試料の用に供された土石を採取した地点

の位置図及び写真並びに試料ごとの当該調査

の結果を証する書類（計量法第107条の登録を

受けた者が発行したものに限る｡)を添付する

ものとする。

（水質の調査等を行う必要がない場合）

第12条 条例第14条第１項ただし書又は第２項

ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる

場合とする。

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４

条第12項に規定する開発行為に該当する盛

土等を行う場合であって、第９条第３項に

規定する書類により、搬入する土石が発生

した場所及び当該土石が土石基準に適合す

ることが確認できるとき。

(2) 盛土等区域外への搬出を目的として盛土

等（一定期間の経過後に当該盛土等を除却

するものに限る。以下「一時堆積」とい

う｡)を行うとき。

(3) 気象条件その他のやむを得ない事由によ

り調査を行うことができないと知事が認め

るとき。

（水質基準）

第13条 条例第14条第３項の規則で定める水質

の基準は、別表第２の左欄に掲げる物質の種

類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

るとおりとする。

（標識の寸法及び記載事項）

第14条 条例第15条の標識の寸法は、縦297ミリ

メートル以上、横420ミリメートル以上とする

ものとする。

２ 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲



次に掲げる事項とする。

(1) 条例第９条の許可を受けた年月日及び許

可の番号並びに許可をした者

(2) 条例第９条の許可を受けた者の氏名及び

住所（同条の許可を受けた者が法人である

場合にあっては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先

の電話番号

(3)・(4) （略）

(5) 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び

職名並びに連絡先の電話番号

(6) 盛土等に用いられる土砂等の量（一時堆

積にあっては、盛土等に用いられる土砂等

の年間の搬入及び搬出の予定量）

(7) （略）

(8) 盛土等区域の見取図

（条例第24条第１項及び第３項に規定する規

則で定める情報）

第23条 条例第24条第１項及び第３項に規定す

る規則で定める情報は、次に掲げる情報とす

る。

(1) 住民基本台帳法第７条第２号から第14号

までに掲げる事項に係る情報

(2) 盛土等に要する経費に係る情報

（盛土等の完了等の届出に係る届出書）

第24条 条例第25条第１項の規定による完了の

届出は、盛土等を完了した日から15日以内

に、盛土等完了届出書（様式第20号）を提出

して行うものとする。

２ 条例第25条第１項の規定による廃止又は休

止の届出は、盛土等を廃止した場合にあって

は廃止した日から30日以内に、盛土等を休止

した場合にあっては休止した日から10日以内

に、盛土等廃止（休止）届出書（様式第21

号）を提出して行うものとする。

３ 条例第25条第１項の規定による再開の届出

げる事項とする。

(1) 条例第９条第１項の規定による届出をし

た年月日

(2) 条例第９条第１項の規定による届出をし

た者の氏名及び住所（同項の規定による届

出をした者が法人である場合にあっては、

その名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地）並びに連絡先の電話番号

(3)・(4) （略）

(5) 盛土等に用いられる土石の量（一時堆積

にあっては、盛土等に用いられる土石の年

間の搬入及び搬出の予定量）

(6) （略）

（盛土等の完了等の届出に係る届出書）

第15条 条例第17条の規定による完了の届出

は、盛土等を完了した日から起算して15日以

内に、盛土等完了届出書（様式第９号）を提

出して行うものとする。

２ 条例第17条の規定による廃止又は休止の届

出は、盛土等を廃止し、又は休止した日から

起算して15日以内に、盛土等廃止（休止）届

出書（様式第10号）を提出して行うものとす

る。

３ 条例第17条の規定による再開の届出は、休



は、盛土等再開届出書（様式第22号）を提出

して行うものとする。

（地位の承継の承認の申請書等）

第25条 条例第26条第２項の申請書は、盛土等

の許可に基づく地位の承継承認申請書（様式

第23号）によるものとする。

２ 条例第26条第２項第３号の規則で定める事

項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第９条の許可を受けた年月日及び許

可の番号

(2) 盛土等区域の位置及び規模

(3) 管理事務所の所在地

(4) 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び

職名

(5) 条例第26条第１項の承認を受けようとす

る者（以下この条において「申請者」とい

う｡)が法人である場合にあっては、その役

員の氏名、住所、生年月日及び役職名

(6) 申請者が未成年者である場合にあって

は、その法定代理人の氏名、住所及び生年

月日（法定代理人が法人である場合にあっ

ては、その名称、主たる事務所の所在地並

びに役員の氏名、住所、生年月日及び役職

名）

(7) 申請者に使用人がある場合にあっては、

その者の氏名、住所、生年月日及び役職名

(8) 承継の理由

３ 条例第26条第３項の規則で定める書類は、

次に掲げる書類とする。

(1) 条例第９条の許可に係る許可証の写し

(2) 第６条第３項第１号から第４号まで及び

第22号に掲げる書類

(3) 条例第９条の許可を受けた者の相続人そ

の他の一般承継人であること又は同条の許

可を受けた者から当該許可に係る盛土等区

止した盛土等を再開した日から起算して15日

以内に、盛土等再開届出書（様式第11号）を

提出して行うものとする。



域の土地の所有権その他当該許可に係る盛

土等を行う権原を取得したことを証する書

類

第５章 盛土等に同意をした土地の所有

者の盛土等の状況の確認

第26条 条例第29条第１項の規定による盛土等

の状況の確認は、次に掲げる事項について、

毎月１回以上行わなければならない。

(1) 当該盛土等の状況が、条例第11条又は第

17条の規定による説明の内容と相違しない

こと。

(2) 当該盛土等区域において土砂等の崩壊、

飛散若しくは流出による災害が発生し、又

はそのおそれがないこと。

２ 条例第11条又は第17条の同意をした盛土等

区域の土地の所有者は、自ら条例第29条第１

項の規定による盛土等の状況の確認をするこ

とができない事情があるときは、他の者に同

項の規定による盛土等の状況の確認を行わせ

ることができる。

第６章 土砂等搬入禁止区域の指定の公

示

第27条 条例第32条第２項（条例第34条第２項

において準用する場合を含む｡)の規定による

公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める事項を県公報に登載し

て行うものとする。

(1) 土砂等搬入禁止区域を指定する場合 土

砂等搬入禁止区域の位置及び面積並びに指

定の期間及び理由

(2) 土砂等搬入禁止区域の指定を解除する場

合 土砂等搬入禁止区域の位置及び面積

第７章 雑則

（立入検査等の身分証明書）

第28条 条例第32条第７項又は第35条第３項の

身分を示す証明書は、立入検査等をする職員

（立入検査等の身分証明書）

第16条 条例第19条第３項の身分を示す証明書

は、立入検査等をする職員の携帯する身分を



の携帯する身分を示す証明書（様式第24号）

によるものとする。

（条例の適用除外となる市町の指定）

第29条 条例第38条の規定による指定は、県公

報に登載して行うものとする。

（提出部数）

第30条 （略）

附 則

２ 条例附則第４項に規定する規則で定める法

令又は条例の規定による許可等の処分又は届

出等の行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法第10条第１項、第48条第１項

又は第95条第１項の認可

(2) （略）

(3) 建築基準法第６条第１項又は第６条の２

第１項の確認

(4) （略）

(5) 鉱業法第63条第１項の規定による届出

(6) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の

認可

(7) 森林法第10条の２第１項又は第34条第２

項（同法第44条において準用する場合を含

む｡)の許可

(8)・(9) （略）

(10) 地すべり等防止法第18条第１項の許可

（同法第19条の規定により許可を受けたも

のとみなす場合を含む｡)

(11) （略）

(12) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16

条の認可

(13)・(14) （略）

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律第７条第１項の許可又は同条第３項

示す証明書（様式第12号）によるものとす

る。

（条例の適用除外となる市町の指定）

第17条 条例第22条の規定による指定は、県公

報に登載して行うものとする。

（提出部数）

第18条 （略）

附 則

２ 条例附則第４項に規定する規則で定める法

令又は条例の規定による許可等の処分又は届

出等の行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10

条第１項、第48条第１項又は第95条第１項

の認可

(2) （略）

(3) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６

条第１項又は第６条の２第１項の確認

(4) （略）

(5) 鉱業法（昭和25年法律第289号）第63条第

１項の規定による届出

(6) 採石法第33条の認可

(7) 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の

２第１項又は第34条第２項（同法第44条に

おいて準用する場合を含む｡)の許可

(8)・(9) （略）

(10) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30

号）第18条第１項の許可（同法第19条の規

定により許可を受けたものとみなす場合を

含む｡)

(11) （略）

(12) 砂利採取法第16条の認可

(13)・(14) （略）

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和44年法律第57号）第７条第１



の規定による届出

(16)・(17) （略）

(18) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律第10条第１項の

許可又は同法第14条第１項の規定による届

出

(19) （略）

(20) 静岡県土採取等規制条例第３条第１項又

は第３項の規定による届出

(21) 静岡県砂防指定地管理条例第３条第１項

の許可

(22) （略）

３ 条例附則第４項の規則で定める変更は、次

に掲げる変更とする。

(1) （略）

(2) 盛土等に用いられる土砂等の量を減少す

る変更及びこれに伴う盛土等の用に供する

施設の構造等の変更

(3)～(5) （略）

別表第１ （略）

別表第２（第11条関係）

１ 盛土等の高さ及び法面（擁壁で覆う部分

を除く。以下同じ｡)の勾配は、安定計算に

よって安全性が確かめられたものであるこ

と。ただし、建設業に属する事業を行う者

の再生資源の利用に関する判断の基準とな

るべき事項を定める省令（平成３年建設省

令第19号）別表第１上欄に規定する第１種

項の許可又は同条第３項の規定による届出

(16)・(17) （略）

(18) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律

第57号）第10条第１項の許可又は同法第14

条第１項の規定による届出

(19) （略）

(20) 静岡県土採取等規制条例（昭和50年静岡

県条例第42号）第３条第１項又は第３項の

規定による届出

(21) 静岡県砂防指定地管理条例（平成15年静

岡県条例第35号）第３条第１項の許可

(22) （略）

３ 条例附則第４項の規則で定める変更は、次

に掲げる変更とする。

(1) （略）

(2) 盛土等に用いられる土石の量を減少する

変更及びこれに伴う盛土等の用に供する施

設の構造等の変更

(3)～(5) （略）

別表第１ （略）

物質の種類 土砂等に水

を加えた場

合に溶出す

る物質の量

に関する基

準

土砂等に含

まれる物質

の量に関す

る基準

（略）

物質の種類 土石に水を

加えた場合

に溶出する

物質の量に

関する基準

土石に含ま

れる物質の

量に関する

基準

（略）



建設発生土、第２種建設発生土若しくは第

３種建設発生土又はこれらに準ずるものを

用いた盛土等のうち、当該盛土等の高さ及

び法面の勾配が、土質の種類等に応じて適

切に設定され、その高さが15メートル以下

であり、かつ、その法面の勾配が30度以下

であるものにあっては、この限りでない。

２ 盛土等の高さが５メートル以上である場

合にあっては、当該盛土等の高さ５メート

ルごとに小段を設け、当該小段に排水溝が

設置されていること。なお、排水溝を含む

小段の幅は、1.5メートル以上であること。

３ 著しく傾斜している土地において盛土等

をする場合にあっては、盛土等をする前の

当該土地の地盤と盛土等とが接する面が滑

り面とならないように、当該土地の地盤に

段切りその他の措置が講ぜられているこ

と。

４ 盛土等に雨水その他の地表水又は地下水

の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが

生じないように、概ね30センチメートル以

下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、そ

の層の土を盛るごとに、これをローラーそ

の他これに類する建設機械を用いて締め固

めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐ

い等の設置その他の措置が講ぜられている

こと。

５ 盛土等によって生ずる高さが１メートル

を超える崖（宅地造成及び特定盛土等規制

法施行令（昭和37年政令第16号）第１条第

１項に規定する崖をいう。以下同じ｡)の崖

面（同項に規定する崖面をいう。以下同

じ｡)は、擁壁で覆われていること。

６ 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、

構造計算、実験等によって次の(1)から(4)ま

でに該当することが確かめられたものであ



ること。

(1) 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」

という｡)によって擁壁が破壊されないこ

と。

(2) 土圧等によって擁壁が転倒しないこ

と。

(3) 土圧等によって擁壁の基礎が滑らない

こと。

(4) 土圧等によって擁壁が沈下しないこ

と。

７ 盛土等によって生ずる崖の崖面を覆う擁

壁であって高さが２メートルを超えるもの

の構造については、６によるほか、建築基

準法施行令（昭和25年政令第338号）第142

条（同令第７章の８の準用に関する部分を

除く｡)の規定を準用する。

８ 盛土等の法面は、これが崩壊しないよう

に、擁壁の設置、石張り、芝張りその他の

措置を講ずることにより、風化その他の侵

食に対して保護されていること。

９ 盛土等区域からの粉じん、運搬路から生

ずるほこり等が周辺地域の生活環境を阻害

しないように、散水、防じん剤の散布その

他の措置が講ぜられていること。

10 盛土等区域及び施設設置区域の地盤の沈

下又はこれらの区域外の地盤の隆起が生じ

ないように、土の置換え、水抜きその他の

措置が講ぜられていること。

11 雨水その他地表水を排除することができ

るように、必要な排水施設（盛土等が行わ

れている期間のみ設置される排水施設を含

む｡)が設置されていること。なお、当該排

水施設の管渠の勾配及び断面積は、５年に
きょ

１回の確率で想定される降雨強度以上の降

雨強度を用いて算定した計画雨水量及び地

下水量から算定した計画汚水量を有効に排



出することができるものであること。

12 地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生

じるおそれがある場合にあっては、盛土等

区域内の地下水を有効かつ適切に排出する

ように、必要な排水施設が設置されている

こと。なお、当該排水施設の管渠の勾配及

び断面積は、盛土等区域及びその周辺地域

の土地の地形から想定される集水地域の面

積を用いて算定した計画地下水排水量を有

効かつ適切に排出することができるもので

あること。

13 放流先の排水能力、利水の状況その他の

状況を勘案して、盛土等区域内の排水を有

効かつ適切に排出することができるよう

に、放流先の管理者と協議し、その同意を

得た上で、盛土等区域内の排水施設が下水

道、排水路その他の排水施設又は河川その

他の公共の水域若しくは海域に接続されて

いること。この場合において、放流先の排

水能力によりやむを得ないと認められると

きは、盛土等区域内において一時雨水を貯

留する調整池その他の適当な施設を設ける

ことを妨げない。

14 盛土等区域外に土砂等が流出しないよう

に、土砂等の流出を防止するための施設が

設けられていること。

15 盛土等区域外への土砂等の崩壊、飛散又

は流出による災害が発生しないように、沈

砂池の設置等の防災に関する工事が盛土等

に先行して実施されるものとなっているこ

と。

別表第３（第11条関係）

１ 盛土等の高さは、５メートル以下である

こと。

２ 盛土等の法面の勾配は、垂直１メートル

に対する水平距離が２メートル以上である



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

様式第１号から様式第23号までを削り、附則の次に次の11様式を加える。

こと。

３ 盛土等区域の土地の勾配は、垂直１メー

トルに対する水平距離が10メートル以上で

あること。ただし、盛土等区域外への土砂

等の崩壊、飛散又は流出による災害が発生

するおそれがないものとして知事が認める

ものにあっては、この限りでない。

４ 別表第２の10、11及び13から15までに適

合すること。

５ 盛土等区域の周辺に、盛土等の高さに相

当する幅の緩衝地帯の設置その他の措置が

講じられていること。

別表第４（第21条関係）

（略）

別表第２（第13条関係）

（略）



様式第１号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等を行いたいので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第９条第１項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等区域の規模 面積： ㎡

盛土等に用いられる土石の量 ㎥

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

盛土等区域外に排出される水の水質

の調査（分析調査）

☐ 必要
盛土等区域外に排出される水を採取する地

点の位置図のとおり

☐ 不要 規則第12条各号のいずれかに該当

盛土等区域の土地の土壌の汚染の状

況の調査（分析調査）

☐ 必要
試料の用に供される土石を採取する地点の

位置図のとおり

☐ 不要 規則第12条第１号又は第２号に該当

宅地造成及び特定盛土等規制法の手

続の状況

☐

許可申請

（第12条第１項、

第30条第１項）

年 月 日（済・予定）

☐

許可の特例

（第15条第２項、

第34条第２項）

都市計画法第29条の許可申請

年 月 日（済・予定）

住 所

氏 名



（注）

１ 条例第９条第１項第２号の規定による届出の場合は、「周辺地域の住民への周知の方法」欄に記載

するとともに、付表２を添付すること。

２ 盛土等区域外に排出される水を採取する地点の位置図とは、採水する位置（地下水排除工の吐出口

に限る｡)を示した地下水排除工の配置が分かる平面図、排水計画図、防災計画構造図等をいう。

３ 試料の用に供される土石を採取する地点の位置図とは、知事が別に定めるところにより、盛土等区

域を区分した上で、土石を採取する地点を記載した位置図、平面図等をいう。

周辺地域の住民への周知の方法

☐ 説明会の開催

☐ 盛土等の内容を記載した書面の配布

☐ 盛土等の内容の掲示及びインターネットへの掲載



付表１

盛土等に用いられる土石の搬入に関する計画

土石を発生させた者の氏名又は名称 土石の発生場所

１日当たりの最大の搬入予定量 ㎥／日

搬入する曜日及び時間
曜日

時 分 ～ 時 分

搬入する土石の種類

☐ 土石（改良土及び再生土を除く｡)

☐ 改良土

☐ 再生土

土石基準に適合することの確認

の方法

備考



付表２

周辺地域の住民への周知

（注） 条例第９条第１項第２号の規定による届出の場合のみ作成すること。

周知の対象となる周辺地域の範囲

周
知
の
方
法

☐ 説明会の開催

開催日時

開催場所

説明者の役職及び氏名

出席した住民の数

☐ 盛土等の内容を記載した書面の配布

配布時期

配布方法

配布部数

☐ 盛土等の内容の掲示及びインターネットへの掲載

掲示期間

掲示場所

インターネットへの掲

載期間

ウェブページのＵＲＬ

周知した盛土等の内容

特記事項



様式第２号（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等変更届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

届出をした事項の変更をしたいので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第11条第１項

の規定により、次のとおり届け出ます。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

変更予定年月日 年 月 日

変
更
事
項

変更前

変更後

住 所

氏 名



様式第３号（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等着手届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等に着手したので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第12条の規定により、次の

とおり届け出ます。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

着手年月日 年 月 日

盛土等区域外に排出される水

の水質の調査（分析調査）の

実施予定時期

毎年 月及び 月（６か月ごと）

盛土等区域の土地の土壌の汚

染の状況の調査（分析調査）

の実施予定時期

毎年 月及び 月（６か月ごと）

住 所

氏 名



様式第４号（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

土石発生元証明書

年 月 日

盛土等の届出をした者 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第９条第１項の規定による届出に係る盛土等区域に

搬出する土石について、次の土石の発生場所から生じたものであることを証明します。

土石の発生場所

土石の発生場所で行われる行為

□ 一時堆積（ストックヤード等）

□ 土石（改良土及び再生土を除く｡)の採取

□ 土質改良（リサイクルプラント等）

□ 工事（工事の内容： ）

搬出する土石の種類

□ 土石（改良土及び再生土を除く｡)

□ 改良土

□ 再生土

盛土等の届出をした者に搬出す

る期間
年 月 日 ～ 年 月 日

搬出する土石の量 ㎥

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

住 所

土石を発生させた者

氏 名

電話番号



様式第５号（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

土石搬入報告書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第13条第１項の規定により、土石が発生した場所及

び土石が土石基準に適合することを確認したので、同条第２項の規定により、次のとおり報告します。

（注） 「土石基準に適合することの確認の方法」欄で、土石搬入状況一覧表を選択した場合は、「搬入

する土石の種類」欄及び「土石の搬入予定量」欄の記載は不要とする。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

土石の発生場所

搬入する土石の種類

□ 土石（改良土及び再生土を除く｡)

□ 改良土

□ 再生土

土石の搬入予定量 ㎥

土石基準に適合すること

の確認の方法

□ 土地の利用状況等の調査の結果

□ 土壌の汚染の状況の調査（分析調査）の結果

□ 再生資源利用促進計画等

□ 採石法又は砂利採取法の認可書

□ 土石搬入状況一覧表（様式第６号）

住 所

氏 名



様式第６号（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ３横型）

土石搬入状況一覧表

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等区域の位置 ：

（注）

１ 記入欄が不足する場合は、この様式の例により作成した書面に記載して、当該書面を添付すること。

２ 様式の中の行数は例示であって、不足する場合は、別葉とすること。この場合においては、右上にページ数を記載すること。

３ 「土石の発生場所」欄には、市町名、大字（可能であれば地番）を記載すること。

４ 「搬入期間」欄は、土石発生元証明書（様式第４号）に記載されている盛土等の届出をした者に搬出する期間を記載すること。

５ 「搬入予定量」欄は、土石発生元証明書に記載されている搬出する土石の量を記載すること。

６ 「土石基準に適合することを確認した書類」欄には、規則第９条第２項各号に掲げる書類の名称を記載すること。土地の利用状況等の調査の結果を記載した書類により、当該土石が土石基準に適合することを確認し

た場合には、「土地の利用状況等の調査の内容」欄に当該書類により確認した内容を記載し、この調査に合わせて行われた土壌の分析調査の実施の有無を記載すること。

７ 「発生場所の土地の利用状況等の確認資料」欄には、土地の登記事項証明書、現在と過去の航空写真及び聴取の結果のいずれか主たる確認資料の名称を記載すること。

８ 「発生場所の土地の利用状況」欄には、田、畑、山林、宅地、道路、歩道、河川、水路又は工場・事業場（特定有害物質の取扱いの有無）のいずれかを記載すること。

番号 受付日
土石を発生

させた者
土石の発生場所

土石の発生場所

で行われる行為

搬出する土石の

種類

搬入期間 搬入予定

量

（㎥）

土石基準に適合する

ことを確認した書類

土地の利用状況等の調査の内容

備考位置図に

よる発生

場所の確

認の可否

発生場所の土地の利用状

況等の確認資料

発生場所の土地利用の状況
土壌の分

析調査の

実施の有

無自 至 現況 過去

合計

住 所

氏 名



様式第７号（第10条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水質調査報告書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第14条 の規定により、水質の調査の結果

を次のとおり報告します。

（注） 盛土等区域外に排出される水を採取した地点の位置図とは、採水した位置（地下水排除工の吐出

口に限る｡)を示した地下水排除工の配置が分かる平面図、排水計画図、防災計画構造図等をいう。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

着手年月日 年 月 日

調査時期の区分

□ 定期（第 回）

□ 完了

□ 廃止（休止）

盛土等区域外に排出される水

を採取した年月日
年 月 日

添付書類

□ 盛土等区域外に排出される水を採取した地点の位置図

□ 水を採取した状況を示す写真

□ 計量証明書

住 所

第１項

第２項

氏 名



様式第８号（第 11 条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

土壌汚染状況調査報告書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第14条 の規定により、土壌の汚染の状況

の調査の結果を次のとおり報告します。

（注） 試料の用に供される土石を採取した地点の位置図とは、知事が別に定めるところにより、盛土等

区域を区分した上で、土石を採取した地点を記載した位置図、平面図等をいう。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

着手年月日 年 月 日

調査時期の区分及び分析の

手法

□ 定期（第 回） スクリーニング分析

□ 完了
５点混合分析

□ 廃止（休止）

試料の用に供される土石を

採取した年月日
年 月 日

試料の用に供される土石を

採取した方法等

盛土等の面積： ㎡

区域数： 区域

深さ： cm

添付書類

□ 試料の用に供される土石を採取した地点の位置図

□
試料の用に供される土石を採取した位置、深さ及び状況を示す

写真

□ 計量証明書

住 所

氏 名

第１項

第２項



様式第９号（第15条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等完了届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等を完了したので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第17条の規定により、次の

とおり届け出ます。

（注） 水質の調査等を行う必要がある場合は、当該水質の調査等の結果が判明した日から１月以内に、

水質調査報告書（様式第７号）及び土壌汚染状況調査報告書（様式第８号）を提出すること。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

盛土等を完了した年月日 年 月 日

住 所

氏 名



様式第10号（第15条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等廃止（休止）届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等を廃止（休止）したので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第17条の規定によ

り、次のとおり届け出ます。

（注） 水質の調査等を行う必要がある場合は、当該水質の調査等の結果が判明した日から１月以内に、

水質調査報告書（様式第７号）及び土壌汚染状況調査報告書（様式第８号）を提出すること。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等を行う期間 年 月 日 ～ 年 月 日

盛土等を廃止した年月日

（休止しようとする期間）

年 月 日

（休止期間 年 月 日 ～ 年 月 日）

廃止（休止）の理由

住 所

氏 名



様式第11号（第15条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

盛土等再開届出書

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

法人にあっては、その

主たる事務所の所在地

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名

盛土等を再開したので、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例第17条の規定により、次の

とおり届け出ます。

盛土等の届出年月日 年 月 日

盛土等の目的

盛土等区域の位置

盛土等の休止期間 年 月 日 ～ 年 月 日

盛土等を再開した年月日 年 月 日

住 所

氏 名



様式第24号中「第28条」を「第16条」に改め、同様式を様式第12号とする。

附 則

この規則は、令和７年５月26日から施行する。


